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業務規程の一部改正新旧対照表（案） 

 
新 旧 

 （個別競争売買）  （個別競争売買） 

第１２条 （略） 第１２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前項各号の約定値段を定める場合においては、

売呼値の競合、買呼値の競合及び売呼値と買呼値

との争合により、次の各号に掲げる売呼値の合計

数量と買呼値の合計数量とが一定の値段で合致

するとき、その値段を約定値段とし、前条第２項

に定める呼値の順位に従って、対当する呼値の間

に売買を成立させる。 

３ 前項各号の約定値段を定める場合においては、

売呼値の競合、買呼値の競合及び売呼値と買呼値

との争合により、次の各号に掲げる売呼値の合計

数量と買呼値の合計数量とが一定の値段で合致

するとき、その値段を約定値段とし、前条第２項

に定める呼値の順位に従って、対当する呼値の間

に売買を成立させる。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 当該値段による呼値について、 （３） 当該値段による呼値について、売呼値又

は買呼値のいずれか一方の全部の数量 

次に掲げ

る数量 

（削る） 

 

ａ 売呼値又は買呼値のいずれか一方の全部

の数量 

（削る） 

 

ｂ 他方の呼値の数量については、当取引所が

定める数量 

４・５ （略） ４・５ （略） 

  

 （呼値）  （呼値） 

第１４条 （略） 第１４条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 呼値の単位は、次の各号に定めるところによ

る。 

３ 呼値の単位は、次の各号に定めるところによ

る。 

（１） 株券及び新株予約権証券 

１株（新株予約権証券については、新株予約

権の目的である株式１株の交付を受けること

ができる新株予約権の数を、１株とする。以下

同じ。）につき、当該１株の値段が、３，００

０円以下の場合は１円、３，０００円を超え５，

０００円以下の場合は５円、５，０００円を超

え３万円以下の場合は１０円、３万円を超え５

万円以下の場合は５０円、５万円を超え３０万

円以下の場合は１００円、３０万円を超え５０

万円以下の場合は５００円、５０万円を超え３

００万円以下の場合は１，０００円、３００万

円を超え５００万円以下の場合は５，０００

円、５００万円を超え３，０００万円以下の場

合は１万円、３，０００万円を超え５，０００

万円以下の場合は５万円、５，０００万円

（１） 株券及び新株予約権証券 

を超

える場合は１０万円とする。ただし、当取引所

が呼値の単位を引き下げる必要があると認め

て特に指定したものは、当該呼値の単位を下回

る呼値の単位とする。 

１株（新株予約権証券については、新株予約

権の目的である株式１株の交付を受けること

ができる新株予約権の数を、１株とする。以下

同じ。）につき、当該１株の値段が、２，００

０円以下の場合は１円、２，０００円を超え３，

０００円以下の場合は５円、３，０００円を超

え３万円以下の場合は１０円、３万円を超え５

万円以下の場合は５０円、５万円を超え３０万

円以下の場合は１００円、３０万円を超え３０

０万円以下の場合は１，０００円、３００万円

を超え２，０００万円以下の場合は１万円、２，

０００万円を超え３，０００万円以下の場合は

５万円、３，０００万円

 

を超える場合は１０万

円とする。ただし、当取引所が呼値の単位を引

き下げる必要があると認めて特に指定したも

のは、当該呼値の単位を下回る呼値の単位とす

る。 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

４～８ （略） ４～８ （略） 

  

 （当取引所の市場における有価証券の売買の方法 （当取引所の市場における有価証券の売買の方法
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等） 等） 

第３１条 （略） 

２ 

３ 

取引参加者は、取引参加者端末装置と売買シス

テムの接続においては、接続仕様その他の当取引

所が定める事項を遵守しなければならない。 

４ （略） 

取引参加者は、当取引所が定めるところにより

取引参加者端末装置に関する事項について当取

引所に報告するとともに、売買システムが安定的

に稼働するよう協力するものとする。 

第３１条 （略） 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

２ （略） 

  

  

付  則  

１ この改正規定は、平成２２年１月４日から施行

する。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、第１２条第３項の改

正規定は、売買システムの稼働に支障が生じたこ

とにより、改正後の規定により売買を行うことが

できない又はそのおそれがあると当取引所が認

める場合には、平成２２年１月４日以後の当取引

所が定める日から施行する。 
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業務規程施行規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

 （同時呼値の順位）  （同時呼値の順位） 

第４条 規程第１１条第２項第２号ｂに規定する

同時に行われた呼値及び行われた時間の先後が

明らかでない呼値（以下「同時呼値」という。）

の順位は、

 

同時呼値を行っている取引参加者単位

により、呼値の数量の多い取引参加者から少ない

取引参加者の順序（呼値の数量が同じであるとき

は、売買システムでの記録順序。ただし、規程第

１１条第４項の規定により成行呼値を呼値の値

幅の限度の値段による呼値とする場合について

は、成行呼値から当該値段の呼値の売買システム

での記録順序。）で、当該銘柄の売買単位の数量

（以下「最小単位」という。）の呼値が、それ以

外の部分の数量の呼値に順次優先するものとす

る。 

第４条 規程第１１条第２項第２号ｂに規定する

同時に行われた呼値及び行われた時間の先後が

明らかでない呼値（以下「同時呼値」という。）

の順位は、次の各号に定めるところによる。 

（１） 同時呼値を行っている取引参加者単位に

より、呼値の数量の多い取引参加者から少ない

取引参加者の順序（呼値の数量が同じであると

きは、売買システムでの記録順序。次号におい

て同じ。）で、当該銘柄の売買単位の数量（以

下「最小単位」という。）の呼値が、取引参加

者単位に最小単位の５倍の数量に達するまで、

それ以外の数量の呼値に順次優先する。 

（２） 

ａ 

最小単位の５倍の数量以外の部分の 数

量間の呼値の順位は、呼値の数量の多い取引参

加者から少ない取引参加者の順序で、取引参加

者単位により次に定めるところによる。 

第１順位 

ｂ 

呼値の数量に３分の１を乗じて算出した

数量（最小単位未満の端数が生じたときは最

小単位に切り上げる。以下この号において同

じ。） 

第２順位 

ｃ 

前ａの数量を除いた数量に２分の１を乗

じて算出した数量 

第３順位 

ａ及び前ｂの数量以外の全数量 

（３） 

ａ 

前２号の規定にかかわらず、規程第１１

条第４項の規定により成行呼値を呼値の値幅

の限度の値段（以下「制限値段」という。）に

よる呼値とする場合については、次のとおりと

する。 

ｂ 

同時呼値を行っている取引参加者単位に

より、呼値の数量の多い取引参加者から少な

い取引参加者の順序（呼値の数量が同じであ

るときは、成行呼値から当該値段の呼値の売

買システムでの記録順序）で、最小単位の呼

値が、取引参加者単位に最小単位の５倍の数

量に達するまで、それ以外の部分の数量の呼

値に順次優先する。 

最小単位の５倍の数量以外の部分の数量

間の呼値の順位は、取引参加者単位により次

に定めるところによる。 

（ａ） 当該取引参加者の呼値の数量にあん

分比率（同時呼値の合計数量に対する対当

呼値の合計数量の比率)を乗じた数量（最

小単位未満の端数が生じたときは切り捨

てる。）の呼値が優先する。 
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（ｂ） 前（ａ）に規定する数量以外の部分

については、同（ａ）の規定により切り捨

てた最小単位未満の端数の数量の多い取

引参加者から少ない取引参加者の順序（切

捨数量が同じであるときは、成行呼値から

当該値段の売買システムでの記録順序）

で、最小単位の呼値が、それ以外の部分の

数量の呼値に順次優先する。 

  

   （約定値段を定める場合の合致数量） 

第６条 削除 第６条 規程第１２条第３項第３号ｂに規定する

当取引所が定める他方の呼値の数量は、次の各号

に定める数量とする。 

（１） 規程第１２条第２項第１号、第２号及び

第４号に規定する約定値段を定める場合の数

量は、最小単位以上の数量とする。 

（２） 

ａ 

規程第１２条第２項第３号に規定する約

定値段を定める場合の数量は、次に掲げる数量

とする。 

ｂ 

午後立会終了時において制限値段が約定

値段となる場合は、最小単位に制限値段で呼

値を行っている取引参加者数を乗じて算出

した数量以上の数量 

前ａ以外の場合は最小単位以上の数量 

  

 （気配表示）  （気配表示） 

第７条 規程第１２条第２項第４号及び第５項か

っこ書に規定する気配表示は、呼値に関する規則

第８条に規定する特別気配表示及び同第９条に

規定する連続約定気配表示

第７条 規程第１２条第２項第４号及び第５項か

っこ書に規定する気配表示は、呼値に関する規則

第８条に規定する気配表示とする。 

とする。  

  

 （売買立会終了時の約定値段を定める売買におけ

る値幅） 

 （売買立会終了時の約定値段を定める売買におけ

る値幅） 

第８条 規程第１２条第５項に規定する当取引所

が定める値幅は、次の基準値段の区分に従い、当

該各号に定めるところによる。ただし、気配が変

化した等のため当該値幅によりがたいと認めら

れる場合の値幅は、当取引所がその都度定める。 

第８条 規程第１２条第５項に規定する当取引所

が定める値幅は、次の基準値段の区分に従い、当

該各号に定めるところによる。ただし、気配が変

化した等のため当該値幅によりがたいと認めら

れる場合の値幅は、当取引所がその都度定める。 

 基準値段  値幅    基準値段  値幅   

 ２００円  未満のもの 上下 ５円   ５００円  未満のもの 上下 ５円  

 ２００円 以上 ５００円 〃 
未満の

もの 

 
８円 

 
（新設）   

 
  

 

 ５００円 〃 〃 ７００円 〃 １０円 
  

５００円 以上 １，０００円 〃 
未満の

もの 
１０円 

 

 〃 ７００円 〃 １，０００円 〃  １５円  （新設）       

 １，０００円 〃 １，５００円 〃 〃  ３０円  １，０００円 〃 １，５００円 〃 〃  ２０円 
 １，５００円 〃 ２，０００円 〃 〃  ４０円  １，５００円 〃 ２，０００円 〃 〃  ３０円 
 ２，０００円 〃 ３，０００円 〃 〃  ５０円  ２，０００円 〃 ３，０００円 〃 〃  ４０円 
 ３，０００円 〃 ５，０００円 〃 〃  ７０円  ３，０００円 〃 ５，０００円 〃 〃  ５０円 
 ５，０００円 〃 〃 ７，０００円 〃 １００円   ５，０００円 〃 〃 １万円 〃 １００円  

 〃 ７，０００円 〃 １万円 〃  １５０円  （新設）   〃 〃   

 １万円 〃 〃 １５，０００円 〃  ３００円  １万円 〃 〃 ２万円 〃  ２００円 
 〃 １５，０００円 〃 ２万円 〃  ４００円  （新設）       

 ２万円 〃 ３万円 〃 〃  ５００円  ２万円 〃 ３万円 〃 〃  ３００円 
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 ３万円 〃 ５万円 〃 〃  ７００円  ３万円 〃 ５万円 〃 〃  ４００円 
 ５万円 〃 ７万円 〃 〃  １，０００円  ５万円 〃 ７万円 〃 〃  ５００円 
 ７万円 〃 １０万円 〃 〃  １，５００円  ７万円 〃 １０万円 〃 〃  １，０００円 
 １０万円 〃 １５万円 〃 〃  ３，０００円  １０万円 〃 １５万円 〃 〃  ２，０００円 
 １５万円 〃 ２０万円 〃 〃  ４，０００円  １５万円 〃 ２０万円 〃 〃  ３，０００円 
 ２０万円 〃 ３０万円 〃 〃  ５，０００円  ２０万円 〃 ３０万円 〃 〃  ４，０００円 
 ３０万円 〃 ５０万円 〃 〃  ７，０００円  ３０万円 〃 ５０万円 〃 〃  ５，０００円 
 ５０万円 〃 〃 ７０万円 〃 １万円   ５０万円 〃 〃 １００万円 〃 １万円  

 〃 ７０万円 〃 １００万円 〃  １５，０００円  （新設）       

 １００万円 〃 １５０万円 〃 〃  ３万円  １００万円 〃 １５０万円 〃 〃  ２万円 
 １５０万円 〃 ２００万円 〃 〃  ４万円  １５０万円 〃 ２００万円 〃 〃  ３万円 
 ２００万円 〃 ３００万円 〃 〃  ５万円  ２００万円 〃 ３００万円 〃 〃  ４万円 
 ３００万円 〃 ５００万円 〃 〃  ７万円  ３００万円 〃 ５００万円 〃 〃  ５万円 
 ５００万円 〃 〃 ７００万円 〃 １０万円   ５００万円 〃 〃 １，０００万円 〃 １０万円  

 〃 ７００万円 〃 １，０００万円 〃  １５万円  （新設）       

 １，０００万円 〃 １，５００万円 〃 〃  ３０万円  １，０００万円 〃 １，５００万円 〃 〃  ２０万円 
 １，５００万円 〃 ２，０００万円 〃 〃  ４０万円  １，５００万円 〃 ２，０００万円 〃 〃  ３０万円 
 ２，０００万円 〃 ３，０００万円 〃 〃  ５０万円  ２，０００万円 〃 ３，０００万円 〃 〃  ４０万円 
 ３，０００万円 〃 ５，０００万円 〃 〃  ７０万円  ３，０００万円 〃 ５，０００万円 〃 〃  ５０万円 

 ５，０００万円以上のとき   １００万円   ５，０００万円以上のとき   １００万円  

                

 （外国投資信託受益証券等の売買単位）  （外国投資信託受益証券等の売買単位） 

第１１条 （略） 第１１条 （略） 

２ 上場銘柄が外国投資信託受益証券等である場合に

おいて、終値平均（当取引所の市場における最近１

年間の終値（最終値段（呼値に関する規則第８条の

規定により特別気配表示された最終特別気配値段及

び同第９条の規定により連続約定気配表示された最

終連続約定気配値段を含む。）をいい、その日に約定

値段（同第８条の規定により特別気配表示された特

別

２ 上場銘柄が外国投資信託受益証券等である場合に

おいて、終値平均（当取引所の市場における最近１

年間の終値（最終値段（呼値に関する規則第８条の

規定により気配表示された最終気配値段を含む。）を

いい、その日に約定値段（

気配値段を含む。）がない場合は、呼値の制限値幅

に関する規則第３条第１項第２号の規定により定め

られた基準値段をいう。）の平均をいう。）が次の各

号に掲げる場合に該当するときは、当該銘柄の売買

単位を、当該各号に定める単位に変更するものとす

る。ただし、当該銘柄の流通状況又は当該銘柄の発

行者の本国における法制度等から、当該各号に定め

る単位に変更することが適当でないと当取引所が認

めた場合は、当該銘柄の売買単位を据え置くものと

する。 

呼値に関する規則第８条

の規定により気配表示された気配値段を含む。）がな

い場合は、呼値の制限値幅に関する規則第３条第１

項第２号の規定により定められた基準値段をいう。）

の平均をいう。）が次の各号に掲げる場合に該当する

ときは、当該銘柄の売買単位を、当該各号に定める

単位に変更するものとする。ただし、当該銘柄の流

通状況又は当該銘柄の発行者の本国における法制度

等から、当該各号に定める単位に変更することが適

当でないと当取引所が認めた場合は、当該銘柄の売

買単位を据え置くものとする。 

 （１ ）・（２）  （略）  （１ ）・（２）  （略） 

３・４ （略） ３・４ （略） 

  

  （取引参加者端末装置に関する報告事項等） 

第１８条の２ 規程第３１条第３項の報告は、取引

参加者端末装置に関する次の各号に掲げる事項

について、第１号に掲げる事項については売買立

会による売買に係る呼値を行う都度、第２号に掲

げる事項については当取引所が必要と認めると

きに行うものとする。 

（１） 呼値に係る取引参加者端末装置への入力

について、自動入力か手動入力かの別 

（２） 

（新設） 

前号に掲げるもののほか、当取引所が市

場の運営上必要と認める事項 
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２ 取引参加者は、当取引所が売買システムの安

定的な稼働のために必要と認めて、規程第３１

条第３項に基づき行った報告について説明を求

める場合には、これに協力するものとする。 

  

  

付  則  

１ この改正規定は、平成２２年１月４日から施行

する。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、第４条、第６条、第７

条、第１１条及び第１８条の２の改正規定は、売買

システムの稼働に支障が生じたことにより、改正後

の規定により売買を行うことができない又はそのお

それがあると当取引所が認める場合には、平成２２

年１月４日以後の当取引所が定める日から施行す

る。 
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呼値に関する規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

 （特別  （気配表示による呼値の特別周知） 気配表示による呼値の特別周知） 

第８条 当取引所は、呼値の値段が価格の継続性

維持の観点から適正と認める範囲外のものであ

るときは、取引参加者端末装置への一定の表示

（以下「特別

第８条 当取引所は、呼値の値段が価格の継続性

維持の観点から適正と認める範囲外のものであ

るときは、取引参加者端末装置への一定の表示

（以下「気配表示」という。）により、その存

在を特別に周知するものとする。 

気配表示」という。）により、そ

の存在を特別に周知するものとする。 

２ 前項の特別 ２ 前項の気配表示を行う時期及びその値段は、

当取引所がその時の呼値の状況等を勘案してそ

の都度定めるものとする。 

気配表示を行う時期及びその値段

は、当取引所がその時の呼値の状況等を勘案し

てその都度定めるものとする。 

３ 直接上場銘柄の初値決定前における最初の特

別

３ 直接上場銘柄の初値決定前における最初の気

配値段については、前項の規定にかかわらず、

次の各号に定めるところによる。 

気配値段については、前項の規定にかかわら

ず、次の各号に定めるところによる。 

 （１ ）・（２）  （略）  （１ ）・（２）  （略） 

４ 第１項の特別 ４ 第１項の気配表示は、当該呼値を表示した時

から当取引所が適当と認める時間を経過するご

とに、次の表に定める値幅以内の値段（直接上

場銘柄（初値の決定前に限る。）における当該

直接上場銘柄、事業を承継させる人的分割（分

割に際し、分割する会社の株主に承継会社又は

新設会社の株式の全部又は一部を交付する会社

の分割をいう。）が行われる銘柄（当取引所が

その都度指定する銘柄を除く。以下「人的分割

銘柄」という。）の当該株式の交付にかかる権

利落後最初の約定値段（以下「権利落後始値」

という。）の決定前における当該人的分割銘柄、

株式無償割当て（割当てを受ける株主の有する

株式と割り当てられる株式の種類が同一である

ものを除く。）が行われる銘柄であって当取引

所がその都度指定する銘柄（以下「株式無償割

当て銘柄」という。）の権利落後始値の決定前

における当該株式無償割当て銘柄及び整理銘柄

に指定された銘柄のうち、当取引所がその都度

指定した銘柄に係る指定後最初の約定値段の決

定日（当該約定値段の決定前に限る。）までに

おける当該銘柄については、当取引所が呼値の

状況等を勘案してその都度定める値幅の値段）

をもって更新することができる。 

気配表示は、当該呼値を表示し

た時から当取引所が適当と認める時間を経過す

るごとに、次の表に定める値幅以内の値段（直

接上場銘柄（初値の決定前に限る。）における

当該直接上場銘柄、事業を承継させる人的分割

（分割に際し、分割する会社の株主に承継会社

又は新設会社の株式の全部又は一部を交付する

会社の分割をいう。）が行われる銘柄（当取引

所がその都度指定する銘柄を除く。以下「人的

分割銘柄」という。）の当該株式の交付にかか

る権利落後最初の約定値段（以下「権利落後始

値」という。）の決定前における当該人的分割

銘柄、株式無償割当て（割当てを受ける株主の

有する株式と割り当てられる株式の種類が同一

であるものを除く。）が行われる銘柄であって

当取引所がその都度指定する銘柄（以下「株式

無償割当て銘柄」という。）の権利落後始値の

決定前における当該株式無償割当て銘柄及び整

理銘柄に指定された銘柄のうち、当取引所がそ

の都度指定した銘柄に係る指定後最初の約定値

段の決定日（当該約定値段の決定前に限る。）

までにおける当該銘柄については、当取引所が

呼値の状況等を勘案してその都度定める値幅の

値段）をもって更新することができる。 
 特別   気配値段 値幅     気配値段   値幅    

 ２００円   未満のもの 上下 ５円   ５００円   未満のもの 上下 ５円  

 ２００円以上 〃 ５００円未満のもの  ８円  （新設）     

 ５００円 〃 〃 ７００円   〃 １０円   ５００円以上 〃 １，０００円未満のもの １０円  

 ７００円 〃 〃 １，０００円   〃  １５円  （新設）      

 １，０００円 〃 １，５００円   〃 〃  ３０円  １，０００円 〃 １，５００円   〃 〃  ２０円 

 １，５００円 〃 ２，０００円 〃 〃  ４０円  １，５００円 〃 ２，０００円 〃 〃  ３０円 

 ２，０００円 〃 ３，０００円 〃 〃  ５０円  ２，０００円 〃 ３，０００円 〃 〃  ４０円 

 ３，０００円 〃 ５，０００円 〃 〃  ７０円  ３，０００円 〃 ５，０００円 〃 〃  ５０円 

 ５，０００円 〃 〃 ７，０００円 〃 １００円   ５，０００円 〃 〃 １万円 〃 １００円  

 ７，０００円 〃 〃 １万円 〃  １５０円  （新設）      

 １万円 〃 〃 １５，０００円 〃  ３００円  １万円 〃 〃 ２万円 〃  ２００円 
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 １５，０００円 〃 〃 ２万円 〃  ４００円  （新設）      

 ２万円 〃 ３万円 〃 〃  ５００円  ２万円 〃 ３万円 〃 〃  ３００円 

 ３万円 〃 ５万円 〃 〃  ７００円  ３万円 〃 ５万円 〃 〃  ４００円 

 ５万円 〃 ７万円 〃 〃  １，０００円  ５万円 〃 ７万円 〃 〃  ５００円 

 ７万円 〃 １０万円 〃 〃  １，５００円  ７万円 〃 １０万円 〃 〃  １，０００円 

 １０万円 〃 １５万円 〃 〃  ３，０００円  １０万円 〃 １５万円 〃 〃  ２，０００円 

 １５万円 〃 ２０万円 〃 〃  ４，０００円  １５万円 〃 ２０万円 〃 〃  ３，０００円 

 ２０万円 〃 ３０万円 〃 〃  ５，０００円  ２０万円 〃 ３０万円 〃 〃  ４，０００円 

 ３０万円 〃 ５０万円 〃 〃  ７，０００円  ３０万円 〃 ５０万円 〃 〃  ５，０００円 

 ５０万円 〃 〃 ７０万円 〃 １万円   ５０万円 〃 〃 １００万円 〃 １万円  

 ７０万円 〃 〃 １００万円 〃  １５，０００円  （新設）      

 １００万円 〃 １５０万円 〃 〃  ３万円  １００万円 〃 １５０万円 〃 〃  ２万円 

 １５０万円 〃 ２００万円 〃 〃  ４万円  １５０万円 〃 ２００万円 〃 〃  ３万円 

 ２００万円 〃 ３００万円 〃 〃  ５万円  ２００万円 〃 ３００万円 〃 〃  ４万円 

 ３００万円 〃 ５００万円 〃 〃  ７万円  ３００万円 〃 ５００万円 〃 〃  ５万円 

 ５００万円 〃 〃 ７００万円 〃 １０万円   ５００万円 〃 〃 １，０００万円 〃 １０万円  

 ７００万円 〃 〃 １，０００万円 〃  １５万円  （新設）      

 １，０００万円 〃 １，５００万円 〃 〃  ３０万円  １，０００万円 〃 １，５００万円 〃 〃  ２０万円 

 １，５００万円 〃 ２，０００万円 〃 〃  ４０万円  １，５００万円 〃 ２，０００万円 〃 〃  ３０万円 

 ２，０００万円 〃 ３，０００万円 〃 〃  ５０万円  ２，０００万円 〃 ３，０００万円 〃 〃  ４０万円 

 ３，０００万円 〃 ５，０００万円 〃 〃  ７０万円  ３，０００万円 〃 ５，０００万円 〃 〃  ５０万円 

 ５，０００万円以上のもの   〃 １００万円   ５，０００万円以上のもの   〃 １００万円  

５ 第１項の規定により特別気配表示が行われて

いる場合における当該特別気配値段に係る呼値

の数量を超える数量の対当する呼値について

は、特別

５ 第１項の規定により気配表示が行われている

場合における当該気配値段に係る呼値の数量を

超える数量の対当する呼値については、気配表

示に係る数量を対当させ処理することができ

る。 

気配表示に係る数量を対当させ処理す

ることができる。 

  

  （連続約定気配の表示） 

第９条 （新設） 当取引所は、一の呼値による急激な価格変

動を抑止する観点から当取引所が必要と認める

ときは、取引参加者端末装置への一定の表示（以

下「連続約定気配表示」という。）を行うものと

する。 

２  前項の連続約定気配表示を行う時期及びその

値段は、当取引所がその時の呼値の状況等を勘案

してその都度定めるものとする。 

３  前条第５項の規定は、第１項の規定により連続

約定気配表示が行われている場合について準用

する。 

  

  

付  則  

１ この改正規定は、平成２２年１月４日から施

行する。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、第９条の改正規定

は、売買システムの稼働に支障が生じたことに

より、改正後の規定により売買を行うことがで

きない又はそのおそれがあると当取引所が認め

る場合には、平成２２年１月４日以後の当取引

所が定める日から施行する。 
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呼値の制限値幅に関する規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

 （制限値幅）  （制限値幅） 

第２条 呼値の制限値幅は、次の基準値段の区分

に従い、当該区分に定めるところによる。 

第２条 呼値の制限値幅は、次の基準値段の区分に

従い、当該区分に定めるところによる。 

 基準値段   制限値幅   基準値段   制限値幅  

 １００円未満のもの   上下 ３０円   １００円未満のもの   上下 ３０円  

 １００円以上 ２００円未満のもの  〃 ５０円   １００円以上 ２００円未満のもの  〃 ５０円  

 ２００円 〃 ５００円 〃  〃 ８０円   ２００円 〃 ５００円 〃  〃 ８０円  

 ５００円 〃 〃 ７００円  〃 １００円   ５００円 〃 〃 １，０００円  〃 １００円  

 ７００円 〃 〃 １，０００円  〃  １５０円  （新設）      

 １，０００円 〃 １，５００円 〃  〃  ３００円  １，０００円 〃 １，５００円 〃  〃  ２００円 

 １，５００円 〃 ２，０００円 〃  〃  ４００円  １，５００円 〃 ２，０００円 〃  〃  ３００円 

 ２，０００円 〃 ３，０００円 〃  〃  ５００円  ２，０００円 〃 ３，０００円 〃  〃  ４００円 

 ３，０００円 〃 ５，０００円 〃  〃  ７００円  ３，０００円 〃 ５，０００円 〃  〃  ５００円 

 ５，０００円 〃 〃 ７，０００円  〃 １，０００円   ５，０００円 〃 〃 １０，０００円  〃 １，０００円  

 ７，０００円 〃 〃 １万円  〃  １，５００円  （新設）      

 １万円 〃 〃 １５，０００円  〃  ３，０００円  １万円 〃 〃 ２万円  〃  ２，０００円 

 １５，０００円 

〃 

〃 ２万円  〃  ４，０００円  （新設）      

 ２万円 〃 ３万円 〃  〃  ５，０００円  ２万円 〃 ３万円 〃  〃  ３，０００円 

 ３万円 〃 ５万円 〃  〃  ７，０００円  ３万円 〃 ５万円 〃  〃  ４，０００円 

 ５万円 〃 ７万円 〃  〃  １万円  ５万円 〃 ７万円 〃  〃  ５，０００円 

 ７万円 〃 １０万円 〃  〃  １５，０００円  ７万円 〃 １０万円 〃  〃  １万円 

 １０万円 〃 １５万円 〃  〃  ３万円  １０万円 〃 １５万円 〃  〃  ２万円 

 １５万円 〃 ２０万円 〃  〃  ４万円  １５万円 〃 ２０万円 〃  〃  ３万円 

 ２０万円 〃 ３０万円 〃  〃  ５万円  ２０万円 〃 ３０万円 〃  〃  ４万円 

 ３０万円 〃 ５０万円 〃  〃  ７万円  ３０万円 〃 ５０万円 〃  〃  ５万円 

 ５０万円 〃 〃 ７０万円  〃 １０万円   ５０万円 〃 〃 １００万円  〃 １０万円  

 ７０万円 〃 〃 １００万円  〃  １５万円  （新設）      

 １００万円 〃 １５０万円 〃  〃  ３０万円  １００万円 〃 １５０万円 〃  〃  ２０万円 

 １５０万円 〃 ２００万円 〃  〃  ４０万円  １５０万円 〃 ２００万円 〃  〃  ３０万円 

 ２００万円 〃 ３００万円 〃  〃  ５０万円  ２００万円 〃 ３００万円 〃  〃  ４０万円 

 ３００万円 〃 ５００万円 〃  〃  ７０万円  ３００万円 〃 ５００万円 〃  〃  ５０万円 

 ５００万円 〃 〃 ７００万円  〃 １００万円   ５００万円 〃 〃 １，０００万円  〃 １００万円  

 ７００万円 〃 〃 １，０００万円  〃  １５０万円  （新設）      

 １，０００万円 

〃 

１，５００万円 〃  〃  ３００万円  １，０００万円 

〃 

１，５００万円 〃  〃  ２００万円 

 １，５００万円 

〃 

２，０００万円 〃  〃  ４００万円  １，５００万円 

〃 

２，０００万円 〃  〃  ３００万円 

 ２，０００万円 

〃 

３，０００万円 〃  〃  ５００万円  ２，０００万円 

〃 

３，０００万円 〃  〃  ４００万円 

 ３，０００万円 

〃 

５，０００万円 〃  〃  ７００万円  ３，０００万円 

〃 

５，０００万円 〃  〃  ５００万円 

 ５，０００万円以上のもの  〃 １，０００万円   ５，０００万円以上のもの  〃 １，０００万円  

２～４ （略） ２～４ （略） 

  

 （基準値段）  （基準値段） 

第３条 前条に規定する呼値の制限値幅の基準値

段は、次の各号に定めるところによる。 

第３条 前条に規定する呼値の制限値幅の基準値

段は、次の各号に定めるところによる。 

（１） 内国株券（業務規程施行規則第９条第 （１） 内国株券（業務規程施行規則第９条第１
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１項第１号ａに規定する内国株券をいう。以下

同じ。）及び内国商品信託受益証券 

項第１号ａに規定する内国株券をいう。以下同

じ。）及び内国商品信託受益証券 

前日（休業日に当たるときは、順次繰り上

げる。以下同じ。）の当該銘柄の最終値段（呼

値に関する規則第８条の規定により特別気配

表示された最終特別気配値段及び同第９条の

規定により連続約定気配表示された最終連続

約定気配値段を含む。以下同じ。）とし、前

日に約定値段（同第８条の規定により特別気

配表示された特別

前日（休業日に当たるときは、順次繰り上げ

る。以下同じ。）の当該銘柄の最終値段（呼値

に関する規則第８条の規定により気配表示さ

れた最終気配値段を含む。以下同じ。）とし、

前日に約定値段（

気配値段を含む。）がない

場合その他当取引所が当該最終値段によるこ

とが適当でないと認める場合は、当取引所が

その都度定める。ただし、業務規程第１８条

第１項の規定により定める株券の配当落等の

期日（以下「配当落等の期日」という。）、

同第１８条の２の規定により定める株式の併

合後の有価証券を対象として売買を開始する

期日又は同第１９条の規定により定める取得

対価の変更期日の基準値段は、別表「基準値

段算出に関する表」により算出した値段とす

る。 

呼値に関する規則第８条の規

定により気配表示された気配値段を含む。）が

ない場合その他当取引所が当該最終値段によ

ることが適当でないと認める場合は、当取引所

がその都度定める。ただし、業務規程第１８条

第１項の規定により定める株券の配当落等の

期日（以下「配当落等の期日」という。）、同

第１８条の２の規定により定める株式の併合

後の有価証券を対象として売買を開始する期

日又は同第１９条の規定により定める取得対

価の変更期日の基準値段は、別表「基準値段算

出に関する表」により算出した値段とする。 

（２） （略） （２） （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

  

付  則  

１ この改正規定は、平成２２年１月４日から施

行する。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、第３条第１項第１

号の改正規定は、売買システムの稼働に支障が

生じたことにより、改正後の規定により売買を

行うことができない又はそのおそれがあると当

取引所が認める場合には、平成２２年１月４日

以後の当取引所が定める日から施行する。 
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立会外市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例の施行規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

 （立会外取引の値段）  （立会外取引の値段） 

第３条 立会外市場特例第５条第３項に規定する

当取引所が定める値段は、普通取引における直

前の約定値段（呼値に関する規則第８条の規定

により特別気配表示が行われているとき又は同

第９条の規定により連続約定気配表示が行われ

ているときは、当該特別気配値段又は当該連続

約定気配値段。前日（休業日に当たるときは、

順次繰り上げる。以下同じ。）に普通取引にお

ける約定値段（同第８条の規定により特別気配

表示された特別気配値段を含む。）がない場合

その他当取引所が当該直前の約定値段によるこ

とが適当でないと認める場合で、当日の普通取

引における売買立会の始めの約定値段（同第８

条の規定により特別気配表示された特別

第３条 立会外市場特例第５条第３項に規定する

当取引所が定める値段は、普通取引における直

前の約定値段（

気配値

段を含む。この条において同じ。）が決定され

る以前においては、呼値の制限値幅に関する規

則第３条に規定する呼値の制限値幅の基準値

段。以下この条において同じ。）から当該約定

値段に１００分の７を乗じて算出した額を減じ

て得た値段から、当該約定値段に１００分の７

を乗じて算出した額を当該約定値段に加えて得

た値段までの範囲内の１円の１万分の１の整数

倍の値段とする。この場合において、売買代金

は、円位未満の端数を切り捨てるものとする。 

呼値に関する規則第８条の規定

により気配表示が行われているときは、当該気

配値段。前日（休業日に当たるときは、順次繰

り上げる。以下同じ。）に普通取引における約

定値段（呼値に関する規則第８条の規定により

気配表示された気配値段を含む。）がない場合

その他当取引所が当該直前の約定値段によるこ

とが適当でないと認める場合で、当日の普通取

引における売買立会の始めの約定値段（呼値に

関する規則第８条の規定により気配表示された

気配値段を含む。この条において同じ。）が決

定される以前においては、呼値の制限値幅に関

する規則第３条に規定する呼値の制限値幅の基

準値段。以下この条において同じ。）から当該

約定値段に１００分の７を乗じて算出した額を

減じて得た値段から、当該約定値段に１００分

の７を乗じて算出した額を当該約定値段に加え

て得た値段までの範囲内の１円の１万分の１の

整数倍の値段とする。この場合において、売買

代金は、円位未満の端数を切り捨てるものとす

る。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

  

付  則  

１ この改正規定は、平成２２年１月４日から施行

する。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、売買システムの稼働

に支障が生じたことにより、改正後の規定により

売買を行うことができない又はそのおそれがあ

ると当取引所が認める場合には、この改正規定

は、平成２２年１月４日以後の当取引所が定める

日から施行する。 

 

  

 
 
 


